
 
 

 

 

 

高速道路建設･整備促進等に関する要望書 

 

全国高速自動車道市議会協議会は、高速道路建設・整備 

促進等に関する要望書を決定いたしましたので、特段の 

ご配慮を賜りますよう強く要望いたします。 
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要   望 
 

高速道路をはじめとする高規格道路ネットワークは、全国

を結ぶ物流の構築や広域周遊観光の促進に資するなど、我が

国の経済発展に不可欠な大動脈としての機能を発揮している。 

さらに、頻発・激甚化する大規模自然災害に対して、避難や

救急救命・復旧活動等を支えているほか、三次医療圏などの

広域救急搬送を支える「命の道」として重要な役割を担って

いる。 

しかしながら、整備が大幅に遅れている区間は未だ多く残

されており、本年１月１日に発生した能登半島地震では、未

整備地域における救助活動・物資輸送に大きな障害となった

ことから、高規格道路ネットワークの整備は防災の観点から

も進めていくことが急務となっている。 

また、既存区間においては、暫定２車線の４車線化や老朽

化対策、防災機能の強化などが必要である。 

よって、下記事項を実現されるよう強く要望する。 

記 
１ 建設促進について 

（１）ミッシングリンクの解消について 

ミッシングリンクを解消するため、高規格道路ネット

ワークの早期整備を図るとともに、安定的に道路整備等

を実施できるよう、建設資材高騰や労務費の上昇を踏ま

えた財源の確保に万全を期すこと。 

（２）４車線化の推進について 

安全性の確保や緊急時の対応のため、暫定２車線区間

の４車線化の早期整備を図ること。 

特に、優先整備区間の４車線化については、整備を遅ら

せることなく、可能な限り早期かつ着実に実現を図ること。 

- 1 -



 
 

 

２ 安全対策の推進について 

（１）防災対策等の推進について 

ア 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

の迅速な事業推進を図るとともに、国土強靱化実施中

期計画を早期に策定し、災害に強い道路ネットワークを

構築すること。 

イ 地震や豪雨、豪雪などの災害時でも交通機能を維持

できるよう、社会資本整備審議会の国土幹線道路部会

が取りまとめた緊急提言に基づき、高速道路の一層の

危機管理強化を図ること。 

また、高速道路を利用した、津波や洪水の緊急避難

場所など、防災に資する対策の推進を図ること。 

ウ 緊急物資の備蓄や支援物資集配の拠点化など、災害

時におけるサービスエリア・パーキングエリアの防災

支援機能の強化を図ること。 

（２）老朽化対策等の推進について 

老朽化が進む高速道路の安全・安心を確保するため、

損傷が深刻化する前に修繕を行う、予防保全への本格転

換に向けて十分な財源を確保するとともに、維持管理・

更新に関する新技術の開発・導入について一層の支援を

図ること。 

（３）事故防止対策等の推進について 

ア 高速道路建設に当たっては、陥没事故等により住民

に不安が生じないよう十分な対策を講じること。 

イ 大型トラックや高速バス等による重大事故防止の

ため、万全の安全対策を講じること。 

ウ 中央分離帯未設置区間においては、正面衝突事故防

止のための交通安全対策を迅速に実施すること。 
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３ 高速道路の機能向上と利便性の拡大について 

（１）インターチェンジの整備促進について 

地域産業の振興、防災体制の強化、円滑な交通の確保、

観光の振興、救急活動の支援、地域連携の強化に寄与す

るため、インターチェンジの整備促進を図ること。 

なお、インターチェンジの整備に当たっては、地域の

実情を十分踏まえること。 

（２）一時退出を可能とする社会実験の拡大について 

高速道路外の道の駅への一時退出を可能とする「賢い

料金」実験の対象を、希望する各地域へ拡大すること。 

（３）ＳＡ・ＰＡへのＥＶ充電器等の整備推進について 

脱炭素化に向けた、電気自動車や水素を利用した燃料

電池自動車などの普及のため、サービスエリア及びパー

キングエリアへのＥＶ充電器や水素ステーションの整

備を推進すること。 

（４）ＳＡ・ＰＡの充実に対する支援について 

サービスエリア及びパーキングエリアについては地

場産品の販売など、地域活性化に資するための施設とな

るよう支援を行うこと。 

また、周辺住民の利便性向上のため、一般道から利用

できるサービスエリア及びパーキングエリアの一層の

拡充を図ること。 

（５）高速道路周遊パスの推進について 

観光をはじめとした地域経済の活性化につなげるた

め、対象エリア内において自由に乗り降りが可能となる

高速道路周遊パスの取り組みを推進すること。 

また、レンタカーを利用する訪日外国人旅行者に対し、

高速道路乗り放題パスの充実を図るなど、サービスを充

実させること。 
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４ 料金制度について 

高速道路料金制度については、料金体系の見直しによる

発現効果や課題等を十分検証しながら、柔軟な運用を図る

こと。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年５月23日現在）
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近畿 豊中、東大阪、池田、吹田、泉大津、高槻、茨木、八尾、松原、大東

(42) 和泉、羽曳野、高石、藤井寺

京都 4 宮津 舞鶴、綾部、京丹後

滋賀 5 東近江 大津、栗東、甲賀、米原

兵庫 4 宝塚 姫路、川西、加西

奈良 3 大和郡山 天理、香芝

和歌山 9 新宮 和歌山、御坊、有田、海南、田辺、紀の川、橋本、岩出

中国 鳥取 2 鳥取 米子

(36) 島根 6 益田 松江、浜田、出雲、江津、雲南

岡山 9 備前 岡山、倉敷、津山、笠岡、総社、高梁、新見、浅口

広島 10 福山 三次 尾道、呉、三原、庄原、大竹、東広島、廿日市、安芸高田

山口 9 長門 岩国 下関、宇部、山口、萩、防府、美祢、周南
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愛媛 8 宇和島 松山、今治、新居浜、西条、大洲、四国中央、伊予
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(31) 佐賀 6 唐津 伊万里、鳥栖、武雄、小城、嬉野

長崎 4 佐世保 諫早、大村、松浦

熊本 4 熊本 八代、人吉、水俣
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（会長代理）

由布 中津、佐伯、宇佐

宮崎 6 延岡 宮崎、都城、日南、日向、串間
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